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第
四
章

共
同
生
活
関
係
（relation

de
vie

com
u

n
e

）

第
五
八
条

「
共
同
生
活
関
係
」
概
念

本
法
に
お
い
て
、「
共
同
生
活
関
係
」
と
は
、
公
の
機
関
に
よ
り
登
録
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
同
居
者
間
に
婚
姻
と
同

等
の
関
係
を
生
ぜ
し
め
な
い
共
同
生
活
状
態
を
い
う
。

第
五
九
条

共
同
生
活
関
係
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄

第
四
二
条
は
、
共
同
生
活
関
係
に
関
す
る
す
べ
て
の
訴
え
に
つ
き
適
用
さ
れ
る
。
共
同
生
活
関
係
の
締
結
あ
る
い
は
終
了
の
登
録

は
、
登
録
時
に
共
同
生
活
者
の
一
方
が
ベ
ル
ギ
ー
人
で
あ
る
か
、
ベ
ル
ギ
ー
に
住
所
も
し
く
は
常
居
所
を
有
し
て
い
る
場
合
に
は
、

ベ
ル
ギ
ー
で
も
な
さ
れ
う
る
。
共
同
生
活
関
係
終
了
の
登
録
は
、
そ
の
締
結
の
登
録
が
ベ
ル
ギ
ー
で
な
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
、

ベ
ル
ギ
ー
で
も
な
さ
れ
う
る
。

第
六
〇
条

共
同
生
活
関
係
の
準
拠
法

資

料ベ
ル
ギ
ー
国
際
私
法
立
法
案
の
紹
介
（
二
・
完
）

長

田

真

里
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�

共
同
生
活
関
係
の
有
効
性
の
要
件
は
、
各
共
同
生
活
者
に
つ
い
て
、
当
該
関
係
の
登
録
時
の
そ
の
者
の
本
国
法
に
よ
る
。
た

だ
し
、
共
同
生
活
関
係
の
締
結
に
関
す
る
方
式
は
、
当
該
関
係
が
登
録
さ
れ
る
国
の
法
律
に
よ
る
。

�

ベ
ル
ギ
ー
で
登
録
さ
れ
た
共
同
生
活
関
係
の
、
共
同
生
活
者
間
な
ら
び
に
第
三
者
に
対
す
る
効
力
は
、
ベ
ル
ギ
ー
法
に
よ
る
。

外
国
で
登
録
さ
れ
た
共
同
生
活
関
係
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
第
四
八
条
な
い
し
五
四
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
る
法
に
よ
る
。

�

ベ
ル
ギ
ー
で
登
録
さ
れ
た
共
同
生
活
関
係
の
終
了
の
要
件
は
ベ
ル
ギ
ー
法
に
よ
る
。
外
国
で
登
録
さ
れ
た
共
同
生
活
関
係
の

終
了
の
要
件
は
、
第
五
五
条
に
従
い
指
定
さ
れ
る
法
に
よ
る
。
た
だ
し
、
当
該
関
係
の
終
了
に
関
す
る
方
式
は
、
終
了
行
為
が

な
さ
れ
る
国
の
法
に
よ
る
。

�

前
第
二
項
お
よ
び
第
三
項
に
よ
り
、
共
同
生
活
関
係
の
効
力
も
し
く
は
そ
の
終
了
に
つ
い
て
の
準
拠
法
と
な
る
外
国
法
は
、

そ
の
法
に
同
様
の
関
係
が
存
在
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
適
用
さ
れ
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
当
事
者
が
関
係
登
録
当
時
常
居

所
を
有
し
て
い
た
国
の
法
に
よ
る
。
共
通
常
居
所
が
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
共
通
常
居
所
地
国
法
に
同
様
の
関
係
が
存
在
し
て

い
な
い
場
合
に
は
、
当
該
関
係
が
登
録
さ
れ
た
国
の
法
に
よ
る
。

第
五
章

親
子
関
係

第
一
款

実
親
子
関
係

第
六
一
条

親
子
関
係
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄

ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
は
、
本
法
総
則
に
別
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
以
下
の
場
合
に
父
子
関
係
も
し
く
は
母
子
関
係
の
成
立
お
よ
び

否
認
に
関
す
る
す
べ
て
の
訴
え
に
つ
き
管
轄
権
を
有
す
る
。

��

訴
訟
の
開
始
時
に
子
が
ベ
ル
ギ
ー
に
常
居
所
を
有
す
る
場
合

��

父
子
関
係
も
し
く
は
母
子
関
係
の
成
立
あ
る
い
は
否
認
が
求
め
ら
れ
て
い
る
者
が
訴
訟
の
開
始
時
に
ベ
ル
ギ
ー
に
常
居
所
を
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有
す
る
場
合

��

子
お
よ
び
父
子
関
係
も
し
く
は
母
子
関
係
の
成
立
あ
る
い
は
否
認
が
求
め
ら
れ
て
い
る
者
が
、
訴
訟
の
開
始
時
に
ベ
ル
ギ
ー

人
で
あ
る
場
合

第
六
二
条

親
子
関
係
の
準
拠
法

�

あ
る
者
に
つ
い
て
の
父
子
関
係
も
し
く
は
母
子
関
係
の
成
立
お
よ
び
否
認
は
、
子
の
出
生
当
時
の
そ
の
者
の
本
国
法
に
よ
る
。

そ
の
成
立
が
自
発
的
行
為
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
場
合
に
は
、
そ
の
行
為
時
の
そ
の
者
の
本
国
法
に
よ
る
。
本
条
に
よ
り
指
定

さ
れ
る
準
拠
法
が
同
意
を
要
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
子
の
同
意
の
要
求
お
よ
び
同
意
の
要
件
は
、
同
意
の
方
式
と
同
様
に
、

同
意
の
と
き
に
子
が
常
居
所
を
有
す
る
国
の
法
に
よ
る
。

�

親
子
関
係
が
、
本
法
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
に
よ
り
、
同
性
の
複
数
者
間
に
つ
い
て
有
効
に
成
立
す
る
場
合
に
は
、
法

律
上
当
然
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
親
子
関
係
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
が
、
認
知
行
為
の
効
力
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
。
法
律

上
当
然
に
生
じ
る
複
数
の
親
子
関
係
の
抵
触
の
場
合
に
は
、
当
該
状
況
に
最
も
密
接
な
関
連
を
有
す
る
国
の
法
に
よ
る
。
本
法

に
よ
り
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
に
従
い
、
子
が
複
数
の
同
性
者
に
よ
り
有
効
に
認
知
さ
れ
る
場
合
に
は
、
最
初
の
認
知
に
適
用
さ

れ
る
べ
き
法
が
後
の
認
知
の
効
力
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
。

第
六
三
条

親
子
関
係
の
準
拠
法
の
適
用
範
囲

第
六
二
条
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
法
は
特
に
以
下
の
事
項
に
つ
き
適
用
さ
れ
る
。

��

親
子
関
係
の
捜
索
も
し
く
は
否
認
が
許
さ
れ
る
者

��

親
子
関
係
の
立
証
責
任
お
よ
び
そ
の
対
象
、
な
ら
び
に
証
明
方
法
の
決
定

��

身
分
占
有
の
要
件
お
よ
び
そ
の
効
果

ベルギー国際私法立法案の紹介（二・完）
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��

訴
え
の
提
起
期
間

第
六
四
条

認
知
の
方
式
の
準
拠
法

認
知
行
為
は
第
六
二
条
第
一
項
第
一
文
に
よ
り
親
子
関
係
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
、
あ
る
い
は
、
認
知
行
為
の
な
さ
れ
た
地
の
法

に
よ
り
定
め
ら
れ
る
方
式
に
従
っ
て
な
さ
れ
る
。

第
六
五
条

認
知
を
受
け
る
管
轄

認
知
行
為
は
以
下
の
場
合
ベ
ル
ギ
ー
に
お
い
て
な
さ
れ
う
る
。

��

認
知
行
為
の
と
き
に
、
認
知
者
が
ベ
ル
ギ
ー
人
で
あ
る
か
、
そ
の
住
所
も
し
く
は
常
居
所
が
ベ
ル
ギ
ー
に
あ
る
場
合

��

子
が
ベ
ル
ギ
ー
で
出
生
し
た
場
合

��

認
知
行
為
の
と
き
に
、
子
が
ベ
ル
ギ
ー
に
常
居
所
を
有
す
る
場
合

第
二
款

養
親
子
関
係

第
六
六
条

養
子
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄
権

本
法
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
は
、
訴
訟
の
開
始
時
に
、
養
親
、
養
親
の
一
方
あ
る
い
は
養

子
が
ベ
ル
ギ
ー
人
で
あ
る
か
、
も
し
く
は
、
ベ
ル
ギ
ー
に
常
居
所
を
有
す
る
場
合
に
、
養
子
縁
組
を
宣
告
す
る
管
轄
権
を
有
す
る
。

ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
は
、
第
一
文
の
要
件
の
下
で
、
養
子
縁
組
の
取
り
消
し
に
つ
い
て
管
轄
権
を
有
す
る
。
ま
た
、
ベ
ル
ギ
ー
で
成

立
し
た
養
子
縁
組
に
つ
い
て
も
管
轄
権
を
有
す
る
。

第
六
七
条

養
子
縁
組
成
立
の
準
拠
法

養
親
子
関
係
の
成
立
は
、
養
親
も
し
く
は
養
親
の
双
方
の
そ
の
当
時
の
本
国
法
に
よ
る
。
養
親
が
同
一
本
国
法
を
有
し
て
い
な
い

場
合
に
は
、
養
親
子
関
係
の
成
立
は
、
そ
の
当
時
の
養
親
の
共
通
常
居
所
地
法
に
よ
り
、
共
通
常
居
所
地
が
な
い
場
合
に
は
、
ベ

資 料
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ル
ギ
ー
法
に
よ
る
。
た
だ
し
、
裁
判
所
が
、
外
国
法
の
適
用
に
よ
り
養
子
の
利
益
が
害
さ
れ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
り
、
か
つ
、
養

親
が
明
ら
か
に
ベ
ル
ギ
ー
と
密
接
に
関
係
を
有
し
て
い
る
と
認
め
た
場
合
に
は
、
ベ
ル
ギ
ー
法
が
適
用
さ
れ
る
。

第
六
八
条

養
子
の
同
意
の
準
拠
法

養
子
、
及
び
そ
の
行
為
者
あ
る
い
は
法
定
代
理
人
の
同
意
は
、
同
意
の
方
式
に
つ
い
て
と
同
じ
く
、
養
子
が
養
子
縁
組
に
よ
る
移

動
の
直
前
ま
で
常
居
所
を
有
し
て
い
る
国
の
法
に
よ
る
。
養
子
縁
組
に
よ
る
移
動
が
な
い
場
合
に
は
、
養
子
縁
組
当
時
の
法
に
よ

る
。

第
六
九
条

養
子
縁
組
成
立
の
方
式
の
準
拠
法

ベ
ル
ギ
ー
に
お
い
て
成
立
す
る
養
子
縁
組
の
方
式
は
、
ベ
ル
ギ
ー
法
に
よ
る
。
養
子
縁
組
が
外
国
に
お
い
て
当
該
国
の
法
に
従
い

成
立
し
た
場
合
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
法
が
司
法
手
続
き
を
必
要
と
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
手
続
き
は
ベ
ル
ギ
ー
に
お
い
て
、

ベ
ル
ギ
ー
法
に
定
め
ら
れ
た
手
続
き
に
従
い
遂
行
さ
れ
う
る
。

第
七
〇
条

養
子
縁
組
に
基
づ
く
関
係
の
性
質

第
六
七
条
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
は
、
養
子
縁
組
に
よ
り
成
立
す
る
関
係
の
性
質
お
よ
び
養
子
と
実
方
と
の
関
係
の
終
了
に

つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
。

第
七
一
条

養
子
縁
組
の
取
り
消
し
の
準
拠
法

養
子
縁
組
の
取
り
消
し
は
、
養
親
も
し
く
は
養
親
の
双
方
の
訴
訟
開
始
時
の
本
国
法
に
よ
る
。
養
親
が
共
通
本
国
法
を
有
し
て
い

な
い
場
合
に
は
、
養
子
縁
組
の
取
り
消
し
は
、
訴
訟
開
始
時
の
養
親
の
共
通
常
居
所
地
法
に
よ
る
。
共
通
常
居
所
地
が
な
い
場
合

に
は
、
ベ
ル
ギ
ー
法
に
よ
る
。

第
七
二
条

外
国
で
成
立
し
た
養
子
縁
組
の
承
認

ベルギー国際私法立法案の紹介（二・完）
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養
親
子
関
係
を
成
立
さ
せ
る
外
国
判
決
は
、
第
二
五
条
に
定
め
る
拒
絶
事
由
の
ほ
か
、
当
該
外
国
裁
判
所
の
管
轄
権
が
養
親
、
養

親
の
一
方
あ
る
い
は
養
子
の
国
籍
も
し
く
は
常
居
所
に
基
づ
い
て
い
な
い
場
合
に
は
承
認
さ
れ
な
い
。

第
六
章

扶
養
義
務

第
七
三
条

扶
養
義
務
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄
権

�

ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
は
、
本
法
の
総
則
規
定
に
別
段
の
定
め
な
き
と
き
に
は
、
以
下
の
場
合
に
、
扶
養
義
務
に
関
す
る
す
べ
て

の
訴
訟
に
つ
き
管
轄
権
を
有
す
る
。

��

扶
養
権
利
者
が
訴
訟
の
開
始
時
に
ベ
ル
ギ
ー
に
常
居
所
を
有
す
る
場
合

��

扶
養
権
利
者
お
よ
び
扶
養
義
務
者
が
訴
訟
の
開
始
時
に
ベ
ル
ギ
ー
人
で
あ
る
場
合

�

人
の
身
分
に
関
す
る
請
求
に
付
随
し
た
請
求
に
関
す
る
場
合
に
は
、
当
該
請
求
に
つ
い
て
管
轄
権
を
有
す
る
ベ
ル
ギ
ー
裁
判

所
は
、
扶
養
請
求
に
つ
い
て
も
管
轄
権
を
有
す
る
。

第
七
四
条

扶
養
義
務
の
準
拠
法

�

扶
養
義
務
は
、
扶
養
権
利
者
が
請
求
時
に
常
居
所
を
有
す
る
国
の
法
に
よ
る
。
た
だ
し
、
扶
養
義
務
者
が
、
請
求
時
に
、
扶

養
権
利
者
と
扶
養
義
務
者
の
共
通
本
国
に
常
居
所
を
有
す
る
場
合
に
は
、
扶
養
義
務
は
そ
の
国
の
法
に
よ
る
。

�

第
一
項
に
よ
り
指
定
さ
れ
る
法
に
よ
れ
ば
扶
養
権
利
者
に
扶
養
の
権
利
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
夫
婦
間
お
よ
び
未
成

年
の
子
に
対
す
る
扶
養
義
務
は
扶
養
権
利
者
と
扶
養
義
務
者
の
請
求
時
の
共
通
本
国
法
に
よ
る
。
そ
の
法
が
扶
養
の
権
利
を
認

め
て
い
な
い
場
合
に
は
、
ベ
ル
ギ
ー
法
が
適
用
さ
れ
る
。

第
七
五
条

扶
養
の
約
定

�

血
族
関
係
、
婚
姻
も
し
く
は
姻
族
関
係
か
ら
生
じ
る
扶
養
に
関
す
る
約
定
は
、
当
事
者
の
選
択
に
よ
り
、
い
ず
れ
か
一
人
の

資 料
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選
択
時
の
本
国
法
、
も
し
く
は
常
居
所
地
法
に
よ
る
。

�

選
択
が
な
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
約
定
は
扶
養
権
利
者
が
こ
の
約
定
締
結
時
に
常
居
所
を
有
し
た
国
の
法
に
よ
る
。
た

だ
し
、
扶
養
権
利
者
と
扶
養
義
務
者
が
約
定
締
結
時
に
共
通
本
国
を
有
し
て
お
り
、
か
つ
扶
養
義
務
者
が
そ
の
国
に
常
居
所
を

有
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
国
の
法
に
よ
る
。

�

扶
養
の
約
定
は
、
前
二
項
に
従
い
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
、
も
し
く
は
、
当
該
約
定
が
締
結
さ
れ
た
国
の
法
に
定
め
る
方
式
に

従
っ
て
い
る
場
合
有
効
で
あ
る
。

第
七
六
条

扶
養
義
務
の
準
拠
法
の
適
用
範
囲

�

扶
養
義
務
の
準
拠
法
は
以
下
の
事
項
に
つ
き
特
に
適
用
さ
れ
る
。

��

扶
養
権
利
者
が
扶
養
を
請
求
す
る
こ
と
の
で
き
る
範
囲
お
よ
び
そ
の
対
象
と
な
る
者

��

扶
養
請
求
の
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
お
よ
び
そ
の
時
期

��

扶
養
料
変
更
の
可
否
お
よ
び
そ
の
要
件

��

扶
養
の
権
利
の
消
滅
原
因

�	

扶
養
権
利
者
に
扶
養
を
供
し
た
者
が
償
還
請
求
す
る
場
合
の
扶
養
義
務
者
の
義
務
の
範
囲

�

扶
養
権
利
者
の
債
権
に
つ
い
て
の
第
三
者
に
よ
る
代
位
は
、
前
項
第
五
号
に
定
め
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
扶
養
権
利
者
に
弁

済
す
べ
き
第
三
者
の
債
務
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
に
よ
る
。

第
七
章

相
続

第
七
七
条

相
続
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄
権

ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
は
、
第
五
条
を
除
く
本
法
総
則
に
別
段
の
定
め
な
き
と
き
は
、
以
下
の
場
合
に
、
相
続
に
関
す
る
す
べ
て
の
訴
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え
に
つ
き
裁
判
管
轄
権
を
有
す
る
。

��

被
相
続
人
が
死
亡
時
に
ベ
ル
ギ
ー
に
常
居
所
を
有
し
て
い
た
場
合

��

訴
訟
の
開
始
時
に
、
ベ
ル
ギ
ー
に
所
在
し
て
い
た
財
産
に
関
す
る
請
求
で
あ
る
場
合

第
七
八
条

相
続
の
準
拠
法

�

相
続
は
、
被
相
続
人
の
死
亡
時
の
常
居
所
地
法
に
よ
る
。

�

不
動
産
の
相
続
は
、
当
該
不
動
産
の
所
在
地
国
法
に
よ
る
。
た
だ
し
、
外
国
法
が
被
相
続
人
の
死
亡
時
の
常
居
所
地
法
を
指

定
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
国
の
法
が
適
用
さ
れ
る
。

第
七
九
条

相
続
の
準
拠
法
の
選
択

相
続
の
す
べ
て
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
は
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
指
定
時
も
し
く
は
被
相
続
人
の
死
亡
時
の
指
定

者
の
本
国
法
あ
る
い
は
常
居
所
地
法
以
外
の
法
を
選
択
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
こ
の
指
定
に
よ
り
、
第
七
八
条
に
よ
り

適
用
さ
れ
る
べ
き
法
に
よ
り
相
続
人
に
保
証
さ
れ
て
い
る
遺
留
分
が
、
相
続
人
か
ら
奪
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
準
拠
法
の
指
定
お

よ
び
そ
の
取
り
消
し
は
、
死
亡
に
よ
る
処
分
の
形
式
を
有
す
る
意
思
表
示
に
お
い
て
明
示
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
〇
条

相
続
の
準
拠
法
の
適
用
範
囲

�

相
続
の
準
拠
法
は
特
に
以
下
の
事
項
に
つ
き
適
用
さ
れ
る
。

��

相
続
の
開
始
事
由
と
そ
の
時
期

��

相
続
人
お
よ
び
受
遺
者
の
相
続
能
力
。
そ
こ
に
は
相
続
に
つ
い
て
の
生
存
配
偶
者
お
よ
び
他
の
者
の
権
利
も
含
ま
れ
る
。

��

国
家
の
相
続
能
力

��

相
続
権
剥
奪
お
よ
び
相
続
欠
格
事
由

資 料
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��

死
亡
に
よ
る
処
分
の
有
効
性

��

処
分
任
意
分
、
遺
留
分
お
よ
び
死
亡
に
よ
る
処
分
の
自
由
に
対
す
る
他
の
制
限

��

相
続
人
お
よ
び
受
遺
者
の
権
利
の
性
質
お
よ
び
そ
の
範
囲
、
お
よ
び
被
相
続
人
に
よ
り
課
せ
ら
れ
る
義
務

��

相
続
の
承
認
も
し
く
は
放
棄
の
要
件
お
よ
び
効
果

��

処
分
も
し
く
は
受
諾
不
能
の
特
別
事
由

��

恵
与
の
持
ち
戻
し
お
よ
び
減
殺
（le

rapport
et

la
redu

ction
des

liberalités

）
な
ら
び
に
相
続
分
の
計
算
に
際
し

て
そ
れ
ら
を
考
慮
す
る
か
否
か

�

相
続
の
承
認
も
し
く
は
放
棄
の
方
式
は
、
相
続
が
開
始
さ
れ
た
国
の
法
に
よ
る
。

第
八
一
条

分
配
方
法

相
続
分
の
構
成
お
よ
び
分
配
方
法
は
分
配
時
の
財
産
所
在
地
法
に
よ
る
。

第
八
二
条

相
続
財
産
の
管
理
お
よ
び
譲
渡

�

相
続
財
産
の
権
利
お
よ
び
譲
渡
は
、
第
七
八
条
お
よ
び
七
九
条
に
従
い
相
続
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
に
よ
る
。
前
文
に
よ
る

場
合
を
除
く
ほ
か
、
財
産
の
管
理
お
よ
び
譲
渡
に
つ
い
て
、
当
該
財
産
の
所
在
地
法
が
、
そ
の
国
の
公
的
機
関
の
関
与
を
要
求

し
て
い
る
場
合
、
そ
の
法
が
適
用
さ
れ
る
。

�

第
一
項
に
従
い
相
続
財
産
を
管
理
す
る
資
格
を
有
す
る
者
の
権
限
は
、
ベ
ル
ギ
ー
で
下
さ
れ
た
か
も
し
く
は
承
認
さ
れ
た
判

決
に
従
い
分
配
さ
れ
た
も
の
を
害
す
る
こ
と
は
な
い
。

第
八
三
条

死
因
処
分
の
方
式

遺
言
に
よ
る
処
分
の
方
式
お
よ
び
そ
の
取
り
消
し
は
、
一
九
六
一
年
一
〇
月
五
日
ハ
ー
グ
で
締
結
さ
れ
た
遺
言
の
方
式
の
準
拠
法
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に
関
す
る
条
約
に
従
い
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
に
よ
る
。
他
の
死
因
処
分
に
つ
い
て
も
本
条
約
の
適
用
は
及
ぶ
。

第
八
四
条

死
因
処
分
の
解
釈

死
因
処
分
の
解
釈
お
よ
び
そ
の
取
り
消
し
は
、
第
七
九
条
に
従
い
選
択
さ
れ
る
法
に
よ
る
。
こ
の
選
択
は
、
明
示
に
な
さ
れ
る
か

も
し
く
は
処
分
あ
る
い
は
取
り
消
し
の
一
定
の
方
式
に
の
っ
と
っ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
選
択
が
な
い
場
合
に
は
、
解

釈
は
、
処
分
も
し
く
は
取
り
消
し
が
最
も
密
接
な
関
連
を
有
す
る
国
の
法
に
よ
る
。
反
証
が
な
い
場
合
に
は
、
行
為
と
最
も
密
接

な
関
連
を
有
す
る
国
は
、
処
分
者
が
処
分
も
し
く
は
取
り
消
し
時
に
常
居
所
を
有
し
た
国
と
推
定
さ
れ
る
。

第
八
章

物

第
一
款

国
際
裁
判
管
轄
権

第
八
五
条

物
権
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄
権

ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
は
、
本
法
総
則
に
別
段
の
定
め
な
き
場
合
に
は
、
訴
訟
の
開
始
時
に
問
題
と
な
る
物
が
ベ
ル
ギ
ー
に
所
在
し
て

い
る
場
合
に
、
有
体
物
に
つ
い
て
の
物
権
に
関
す
る
す
べ
て
の
訴
訟
に
つ
き
管
轄
権
を
有
す
る
。

第
八
六
条

知
的
財
産
権
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄
権

ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
は
、
本
法
総
則
に
別
段
の
定
め
な
き
場
合
に
は
、
ベ
ル
ギ
ー
国
内
で
の
知
的
財
産
権
の
保
護
を
求
め
て
い
る
場

合
、
そ
の
保
護
に
関
す
る
す
べ
て
の
訴
訟
に
つ
き
管
轄
権
を
有
す
る
。
本
法
総
則
に
別
段
の
定
め
あ
る
場
合
を
除
き
、
ベ
ル
ギ
ー

裁
判
所
は
、
国
際
条
約
の
文
言
に
照
ら
し
て
、
ベ
ル
ギ
ー
国
内
で
行
わ
れ
た
か
も
し
く
は
行
わ
れ
た
と
み
な
さ
れ
る
登
録
に
つ
い

て
の
請
求
で
あ
る
場
合
に
の
み
、
知
的
財
産
権
の
登
録
も
し
く
は
そ
の
有
効
性
に
関
す
る
訴
え
に
つ
き
、
管
轄
権
を
有
す
る
。

第
二
款

準
拠
法

第
八
七
条

物
権
の
準
拠
法
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有
体
物
に
関
す
る
物
権
は
、
そ
の
物
権
の
援
用
時
に
当
該
物
が
所
在
す
る
国
の
法
に
よ
る
。
物
権
の
得
喪
は
、
そ
れ
が
生
じ
た
と

き
あ
る
い
は
当
該
物
権
の
得
喪
の
根
拠
と
な
る
行
為
が
な
さ
れ
た
と
き
に
、
そ
の
物
が
所
在
し
て
い
た
国
の
法
に
よ
る
。

第
八
八
条

移
動
中
の
物
の
準
拠
法

移
動
中
の
物
に
関
す
る
権
利
お
よ
び
名
義
は
、
仕
向
け
地
の
法
に
よ
る
。

第
八
九
条

輸
送
手
段
と
な
る
物
の
準
拠
法

航
空
機
、
船
舶
、
そ
の
他
公
式
登
記
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
輸
送
手
段
と
な
る
物
に
関
す
る
権
利
は
、
そ
の
登
録
が
な
さ
れ
た
場

所
の
法
に
よ
る
。

第
九
〇
条

文
化
財
の
準
拠
法

あ
る
国
の
文
化
財
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
輸
出
時
の
そ
の
国
の
法
に
照
ら
し
て
違
法
な
手
段
で
そ
の
領
土
か
ら
離
れ
て
し
ま

っ
た
文
化
財
に
つ
い
て
の
国
家
に
よ
る
返
還
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
そ
の
国
の
選
択
に
よ
り
、
当
該
国
の
法
、
も
し
く
は
、
返
還

請
求
時
に
そ
の
文
化
財
が
所
在
し
て
い
る
国
の
法
に
よ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
物
を
文
化
財
と
し
て
い
る
国
の
法
が
善
意
の
占
有
者

の
保
護
を
全
く
認
め
て
い
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
者
は
返
還
請
求
時
に
そ
の
文
化
財
が
所
在
し
て
い
る
国
の
法
に
よ
り
認
め
ら
れ

る
保
護
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
一
条

流
通
証
券
の
準
拠
法

�

そ
の
登
録
が
法
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
証
券
に
関
す
る
権
利
は
、
権
利
の
名
義
人
の
口
座
へ
の
登
録
が
記
載
さ
れ
て
い
る

登
録
簿
の
所
在
地
法
に
よ
る
。
反
証
が
な
い
場
合
に
は
、
登
録
簿
は
、
名
義
人
の
口
座
を
管
理
し
て
い
る
者
の
主
た
る
営
業
所

の
所
在
地
で
あ
る
と
す
る
。

�

第
一
項
の
意
味
に
お
け
る
登
録
の
対
象
と
な
ら
な
い
証
券
の
権
利
は
、
そ
の
証
券
が
援
用
時
に
所
在
す
る
国
の
法
に
よ
る
。
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こ
の
権
利
の
得
喪
は
、
そ
れ
が
生
じ
た
と
き
あ
る
い
は
当
該
権
利
の
得
喪
の
根
拠
と
な
る
行
為
が
な
さ
れ
た
と
き
に
、
証
券
が

所
在
し
て
い
た
国
の
法
に
よ
る
。

�

証
券
発
行
地
の
法
は
、
当
該
証
券
が
財
も
し
く
は
有
価
証
券
（u

n
bien

ou
u

n
e

valeu
r

m
obiliere

）
を
化
体
し
て
い
る

か
否
か
を
決
定
し
、
そ
の
流
通
性
お
よ
び
当
該
証
券
に
付
随
す
る
権
利
に
つ
い
て
規
律
す
る
。

第
九
二
条

盗
難
物
の
準
拠
法

盗
難
物
の
返
還
請
求
権
は
、
原
所
有
者
の
選
択
に
よ
り
、
物
の
紛
失
当
時
の
物
の
所
在
地
法
か
も
し
く
は
、
返
還
請
求
時
の
物
の

所
在
地
法
に
よ
る
。
た
だ
し
、
紛
失
当
時
の
物
の
所
在
地
法
が
、
善
意
の
占
有
者
の
保
護
を
全
く
認
め
て
い
な
い
場
合
に
は
、
そ

の
者
は
、
返
還
請
求
時
に
物
が
所
在
し
て
い
る
国
の
法
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
保
護
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
三
条

知
的
財
産
権
の
準
拠
法

知
的
財
産
権
は
、
そ
の
所
有
権
の
保
護
が
求
め
ら
れ
て
い
る
国
の
法
に
よ
る
。

た
だ
し
、
工
業
所
有
権
の
原
名
義
人
（titu

laire
origin

aire
d’u

n
droit

de
propriété

in
du

strielle

）
の
決
定
は
、
知
的

活
動
（l’activité
in

tellectu
elle

）
が
最
も
密
接
な
関
連
を
有
す
る
国
の
法
に
よ
る
。
当
該
活
動
が
、
契
約
関
係
に
お
い
て
生

じ
て
い
る
場
合
に
は
、
反
証
が
な
け
れ
ば
、
最
も
密
接
な
関
連
を
有
す
る
国
と
は
、
当
該
契
約
関
係
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き

法
の
所
属
す
る
国
を
い
う
も
の
と
す
る
。

第
九
四
条

物
権
の
準
拠
法
の
適
用
範
囲

本
款
に
お
い
て
定
め
ら
れ
る
準
拠
法
は
、
特
に
以
下
の
事
項
に
つ
き
適
用
が
あ
る
。

��

物
が
動
産
で
あ
る
か
不
動
産
で
あ
る
か

��

物
権
お
よ
び
知
的
財
産
権
の
存
在
、
性
質
、
内
容
お
よ
び
物
権
お
よ
び
知
的
財
産
権
が
物
に
及
ぼ
し
う
る
影
響
の
範
囲
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��

物
権
お
よ
び
知
的
財
産
権
の
名
義
人

��

物
権
お
よ
び
知
的
財
産
権
の
処
分
可
能
性

��

物
権
お
よ
び
知
的
財
産
権
の
設
定
行
為
、
変
更
、
譲
渡
お
よ
び
消
滅
の
方
式

��

物
権
の
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
力

��

担
保
物
権
間
の
順
位

第
三
款

外
国
判
決
の
効
力

第
九
五
条

知
的
財
産
権
に
関
す
る
判
決
の
効
力

知
的
財
産
権
の
登
録
も
し
く
は
有
効
性
に
関
し
て
下
さ
れ
た
登
録
を
生
ぜ
し
め
る
外
国
判
決
は
、
ベ
ル
ギ
ー
に
お
い
て
は
、
第
二

五
条
に
定
め
る
拒
否
事
由
が
あ
る
場
合
の
ほ
か
、
当
該
登
録
が
、
国
際
条
約
の
文
言
に
照
ら
し
て
、
ベ
ル
ギ
ー
国
内
で
行
わ
れ
た

か
も
し
く
は
行
わ
れ
た
と
み
な
さ
れ
る
登
録
に
つ
い
て
の
請
求
で
あ
る
場
合
に
は
、
承
認
さ
れ
な
い
。

第
九
章

債
権

第
一
款

国
際
裁
判
管
轄

第
九
六
条

契
約
債
務
お
よ
び
契
約
外
債
務
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄

ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
は
本
法
総
則
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
以
下
の
場
合
に
、
債
権
に
関
す
る
す
べ
て
の
請
求
に

つ
き
管
轄
権
を
有
す
る
。

��

契
約
債
務
が

�

ベ
ル
ギ
ー
で
生
じ
た
場
合

	

ベ
ル
ギ
ー
で
履
行
さ
れ
た
か
履
行
さ
れ
る
べ
き
場
合

ベルギー国際私法立法案の紹介（二・完）
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��

不
法
行
為
に
基
づ
く
債
務
が

�

当
該
債
務
を
生
ぜ
し
め
る
行
為
が
ベ
ル
ギ
ー
で
生
じ
た
か
も
し
く
は
生
じ
る
恐
れ
が
あ
る
場
合

�

損
害
が
ベ
ル
ギ
ー
で
発
生
し
た
か
発
生
す
る
恐
れ
が
あ
る
場
合

��

準
契
約
債
務
を
生
ぜ
し
め
る
行
為
が
ベ
ル
ギ
ー
で
発
生
し
て
い
る
場
合

第
九
七
条

労
働
関
係
お
よ
び
消
費
者
関
係
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄

�

ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
は
、
そ
の
職
業
活
動
以
外
の
目
的
で
行
為
を
し
た
自
然
人
、
す
な
わ
ち
消
費
者
に
よ
り
、
そ
の
職
業
活
動

の
範
囲
で
物
も
し
く
は
役
務
を
提
供
し
た
か
も
し
く
は
す
べ
き
で
あ
っ
た
相
手
方
に
対
し
て
提
起
さ
れ
た
訴
え
に
つ
き
、
第
九

六
条
に
定
め
る
債
務
に
関
し
て
、
以
下
の
場
合
に
、
管
轄
権
を
有
す
る
。

��

消
費
者
が
ベ
ル
ギ
ー
で
契
約
締
結
に
必
要
な
行
為
を
な
し
、
か
つ
そ
の
当
時
に
ベ
ル
ギ
ー
に
常
居
所
を
有
し
て
い
た
場
合

��

注
文
の
と
き
に
ベ
ル
ギ
ー
に
常
居
所
を
有
す
る
消
費
者
に
対
し
、
物
も
し
く
は
役
務
が
提
供
さ
れ
た
か
も
し
く
は
提
供
さ

れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
場
合
、
た
だ
し
消
費
者
が
、
ベ
ル
ギ
ー
に
お
い
て
注
文
に
先
立
つ
申
し
込
み
を
受
け
て
い
た
か
、
広
告

を
受
け
て
い
た
場
合
に
限
る
。

�

労
働
者
に
関
し
て
は
、
労
働
者
が
紛
争
時
に
ベ
ル
ギ
ー
で
労
務
を
常
時
給
付
し
て
い
る
場
合
に
は
、
第
九
六
条
の
意
味
に
お

い
て
当
該
契
約
債
務
は
ベ
ル
ギ
ー
で
履
行
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

	

管
轄
合
意
条
項
は
、
紛
争
発
生
後
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
労
働
者
お
よ
び
消
費
者
に
対
し
て
な
ん
ら
の
効
力

も
有
し
な
い
。

第
二
款

準
拠
法

第
九
八
条

契
約
債
務
の
準
拠
法

資 料
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�

契
約
債
務
は
一
九
八
〇
年
六
月
一
九
日
ロ
ー
マ
で
締
結
さ
れ
た
契
約
債
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
に
従
い
適
用
さ
れ
る
べ

き
法
に
よ
る
。
法
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
こ
の
条
約
の
適
用
外
の
契
約
債
務
は
、
同
条
約
三
条
な
い
し
一
四
条

に
従
い
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
に
よ
る
。

�

為
替
手
形
お
よ
び
約
束
手
形
は
、
一
九
三
〇
年
六
月
七
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
締
結
さ
れ
た
為
替
手
形
お
よ
び
約
束
手
形
の
方
式

に
関
す
る
準
拠
法
を
決
定
す
る
条
約
に
従
い
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
に
よ
る
。

�

小
切
手
は
、
一
九
三
一
年
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
締
結
さ
れ
た
小
切
手
の
方
式
に
関
す
る
準
拠
法
を
決
定
す
る
条
約
に
従
い
適
用
さ

れ
る
べ
き
法
に
よ
る
。

第
九
九
条

不
法
行
為
に
基
づ
く
債
務
の
準
拠
法

�

不
法
行
為
に
基
づ
く
債
務
は
以
下
の
法
に
よ
る
。

��

不
法
行
為
責
任
を
負
う
者
と
被
害
者
が
損
害
を
与
え
る
行
為
の
発
生
当
時
同
一
国
に
常
居
所
を
有
し
て
い
る
場
合
に
は
そ

の
国
の
法

��

共
通
常
居
所
地
が
な
い
場
合
に
は
、
原
因
行
為
と
損
害
の
生
じ
た
か
生
じ
る
恐
れ
の
あ
る
国
と
が
同
一
で
あ
れ
ば
そ
の
国

の
法

��

い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
債
務
が
最
も
密
接
な
関
連
を
有
す
る
国
の
法

�

た
だ
し
、
以
下
の
不
法
行
為
債
務
は
、
以
下
に
定
め
る
法
に
よ
る
。

��

名
誉
毀
損
、
私
生
活
も
し
く
は
人
権
侵
害
の
場
合
に
は
、
原
告
の
選
択
に
従
い
、
原
因
行
為
も
し
く
は
損
害
が
生
じ
た
か

生
ず
る
恐
れ
の
あ
る
場
所
の
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
。
た
だ
し
、
損
害
が
そ
の
国
で
生
ず
る
こ
と
を
予
見
で
き
な
か
っ
た
こ

と
を
加
害
者
が
証
明
し
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

ベルギー国際私法立法案の紹介（二・完）

（阪大法学）５４（２―２１１）５９５〔２００４．７〕



��

不
正
競
争
も
し
く
は
競
争
制
限
行
為
の
場
合
は
、
損
害
が
生
じ
た
か
生
ず
る
恐
れ
の
あ
る
場
所
の
法
に
よ
る
。

��

環
境
侵
害
に
よ
る
物
お
よ
び
人
へ
の
損
害
の
場
合
に
は
、
損
害
が
生
じ
た
か
生
ず
る
恐
れ
の
あ
る
場
所
の
法
に
よ
る
。

��

瑕
疵
あ
る
物
も
し
く
は
役
務
に
よ
る
損
害
の
場
合
に
は
、
損
害
が
生
じ
た
か
生
ず
る
恐
れ
の
あ
る
場
所
の
法
に
よ
る
。
た

だ
し
、
損
害
が
そ
の
国
で
生
ず
る
こ
と
を
予
見
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
加
害
者
が
証
明
し
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

��

交
通
事
故
の
場
合
に
は
、
一
九
七
一
年
五
月
四
日
ハ
ー
グ
で
締
結
さ
れ
た
交
通
事
故
に
関
す
る
準
拠
法
に
つ
い
て
の
条
約

に
従
い
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
に
よ
る
。

第
一
〇
〇
条

補
助
的
連
結

当
事
者
間
に
す
で
に
存
在
し
て
い
る
法
律
関
係
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
不
法
行
為
に
基
づ
く
債
務
は
、
当
該
関
係
に
適
用
さ
れ

る
べ
き
法
に
よ
る
。

第
一
〇
一
条

不
法
行
為
に
基
づ
く
債
務
の
準
拠
法
の
選
択

当
事
者
は
、
紛
争
発
生
後
不
法
行
為
に
基
づ
く
債
務
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
一
九
七
一

年
五
月
四
日
ハ
ー
グ
で
締
結
さ
れ
た
交
通
事
故
に
関
す
る
準
拠
法
に
つ
い
て
の
条
約
を
害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
選
択
は

明
示
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
第
三
者
の
権
利
を
害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
一
〇
二
条

安
全
規
範
お
よ
び
行
動
規
範
の
考
慮

不
法
行
為
に
基
づ
く
債
務
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
責
任
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
損
害
行
為
の

な
さ
れ
た
地
で
そ
の
当
時
効
力
を
有
す
る
安
全
規
範
お
よ
び
行
動
規
範
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
〇
三
条

不
法
行
為
に
基
づ
く
債
務
の
準
拠
法
の
適
用
範
囲

�

不
法
行
為
に
基
づ
く
債
務
の
準
拠
法
は
、
特
に
以
下
の
事
項
に
つ
き
適
用
さ
れ
る
。

資 料
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��

責
任
の
要
件
お
よ
び
範
囲

��

他
人
の
行
為
の
責
任

��

免
除
の
自
由
な
ら
び
に
責
任
の
制
限
お
よ
び
分
配

��

賠
償
す
べ
き
損
害
の
存
在
お
よ
び
性
質

��

裁
判
所
が
損
害
の
予
防
措
置
も
し
く
は
損
害
の
終
了
を
保
証
す
る
と
み
な
し
う
る
措
置

��

損
害
賠
償
の
方
法
お
よ
び
範
囲

��

受
け
た
損
害
の
賠
償
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者

�	

被
害
者
の
賠
償
を
受
け
る
権
利
が
相
続
人
に
よ
り
行
使
さ
れ
う
る
範
囲

�


時
効
お
よ
び
期
間
の
徒
過
に
基
づ
く
失
権
。
期
間
の
始
期
、
中
断
、
お
よ
び
中
止
も
含
ま
れ
る
。

��

法
律
上
の
推
定
お
よ
び
立
証
責
任

�

こ
の
法
は
、
公
権
力
の
行
使
に
つ
い
て
の
国
家
責
任
も
し
く
は
公
法
上
の
他
の
法
人
、
ま
た
そ
の
組
織
お
よ
び
機
関
の
責
任

に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

第
一
〇
四
条

準
契
約
債
務
の
準
拠
法




準
契
約
債
務
は
、
そ
れ
が
最
も
密
接
な
関
連
を
有
す
る
国
の
法
に
よ
る
。
債
務
は
、
反
証
が
な
い
限
り
は
、
当
該
債
務
が
生

じ
た
国
と
最
も
密
接
な
関
係
を
有
す
る
と
推
定
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
他
人
の
債
務
の
支
払
い
の
結
果
生
じ
た
債
務
は
、
反
証
が

な
い
限
り
は
、
債
務
の
準
拠
法
の
所
属
国
と
最
も
密
接
な
関
連
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。
最
密
接
関
連
の
評
価
に
お
い
て
は
、

当
事
者
に
す
で
に
存
在
し
て
い
る
か
計
画
さ
れ
て
い
る
関
係
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�

当
事
者
は
準
契
約
債
務
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
を
紛
争
の
後
に
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
選
択
は
明
示
に
な
さ
れ
ね

ベルギー国際私法立法案の紹介（二・完）
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ば
な
ら
ず
、
ま
た
第
三
者
の
権
利
を
害
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
一
〇
五
条

単
独
の
意
思
に
よ
る
債
務
負
担
の
準
拠
法

単
独
の
意
思
に
よ
る
債
務
負
担
に
基
づ
く
債
務
は
債
務
を
負
担
す
る
者
に
よ
り
選
択
さ
れ
た
法
に
よ
る
。
選
択
が
な
い
場
合
に
は
、

そ
の
者
が
債
務
負
担
時
に
常
居
所
を
有
す
る
国
の
法
に
よ
る
。

第
一
〇
六
条

保
険
者
に
対
す
る
直
接
訴
権
の
準
拠
法

第
九
八
条
な
い
し
第
一
〇
五
条
に
従
い
、
債
務
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
は
、
侵
害
さ
れ
た
者
の
、
責
任
保
険
の
保
険
者
に
対
す
る

直
接
訴
権
の
可
否
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
。
第
一
文
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
が
直
接
訴
権
を
知
ら
な
い
場
合
、
保
険
契
約
の

準
拠
法
が
直
接
訴
権
を
認
め
て
い
る
場
合
に
は
、
直
接
訴
権
は
行
使
さ
れ
う
る
。

第
一
〇
七
条

代
位
の
準
拠
法

弁
済
を
し
た
第
三
者
の
た
め
の
債
権
者
の
権
利
へ
の
代
位
は
、
第
三
者
の
債
権
者
へ
の
弁
済
債
権
の
準
拠
法
に
よ
る
。
第
一
文
は
、

同
一
の
契
約
外
債
務
を
負
っ
て
い
る
者
が
複
数
存
在
し
て
お
り
、
債
権
者
が
そ
の
う
ち
の
一
人
か
ら
弁
済
を
受
け
た
場
合
に
も
同

様
に
適
用
さ
れ
る
。

第
一
〇
八
条

第
三
者
に
対
す
る
代
理
の
効
果
の
準
拠
法

仲
介
者
が
第
三
者
に
対
し
て
あ
る
者
の
代
理
と
し
て
代
理
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
仲
介
者
が
行
為
を
し
た

場
所
の
法
に
よ
る
。
反
証
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
国
は
、
仲
介
者
が
常
居
所
を
有
す
る
国
と
さ
れ
る
。

第
一
〇
章

法
人

第
一
〇
九
条

法
人
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄
権

本
法
総
則
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
は
、
当
該
法
人
の
主
た
る
営
業
所
も
し
く
は
定
款
上
の

資 料
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本
拠
が
ベ
ル
ギ
ー
に
存
在
し
て
い
る
場
合
に
の
み
、
法
人
の
有
効
性
、
機
能
、
解
散
、
お
よ
び
清
算
に
関
す
る
訴
え
に
つ
き
管
轄

権
を
有
す
る
。
第
一
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
は
、
本
法
総
則
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、

支
店
、
代
理
店
、
あ
る
い
は
そ
の
ほ
か
の
営
業
所
の
営
業
に
関
す
る
訴
え
に
つ
き
、
こ
の
支
店
、
代
理
店
、
そ
の
他
の
営
業
所
が

訴
訟
の
開
始
時
に
ベ
ル
ギ
ー
に
所
在
し
て
い
る
場
合
に
は
、
管
轄
権
を
有
す
る
。

第
一
一
〇
条

法
人
の
準
拠
法

法
人
は
、
設
立
時
に
そ
の
主
た
る
営
業
所
が
所
在
し
て
い
る
国
の
法
に
よ
る
。
外
国
法
が
、
法
人
の
設
立
準
拠
法
を
指
定
し
て
い

る
場
合
に
は
、
こ
の
国
の
法
が
適
用
さ
れ
る
。

第
一
一
一
条

法
人
の
準
拠
法
の
適
用
範
囲

�

法
人
の
準
拠
法
は
特
に
以
下
の
事
項
に
つ
き
適
用
が
あ
る
。

��

法
人
の
存
在
お
よ
び
法
的
性
質

��

名
称
も
し
く
は
商
号

��

設
立
、
解
散
お
よ
び
清
算

��

法
人
の
能
力

��

構
成
、
そ
の
機
関
の
権
能
お
よ
び
機
能

��

社
員
も
し
く
は
構
成
員
間
の
内
部
関
係
、
な
ら
び
に
法
人
と
社
員
も
し
く
は
構
成
員
と
の
関
係

�	

社
員
も
し
く
は
構
成
員
の
資
格
の
得
喪

�


持
分
も
し
く
は
株
に
関
連
す
る
権
利
お
よ
び
義
務
、
な
ら
び
に
そ
の
行
使

��

組
合
も
し
く
は
社
団
の
権
利
侵
害
に
つ
い
て
の
責
任
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��

法
人
が
そ
の
機
関
に
よ
り
負
わ
さ
れ
た
債
務
の
第
三
者
に
対
す
る
効
力
の
範
囲

�

た
だ
し
、
法
人
は
準
拠
法
に
よ
る
代
表
権
の
制
限
に
基
づ
く
無
能
力
を
、
こ
の
無
能
力
が
相
手
方
の
行
動
地
の
法
に
よ
り
知

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
か
、
も
し
く
は
、
相
手
方
が
行
為
時
に
そ
の
無
能
力
を
知
ら
ず
、
ま
た
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合

に
は
、
相
手
方
に
対
し
て
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
一
一
二
条

主
た
る
営
業
所
の
移
転

法
人
の
主
た
る
営
業
所
を
あ
る
国
か
ら
別
の
国
へ
移
転
す
る
こ
と
は
、
法
人
格
の
中
断
な
く
、
こ
れ
ら
の
国
の
法
に
よ
り
認
め
ら

れ
て
い
る
要
件
に
従
っ
て
の
み
な
さ
れ
る
。

法
人
の
主
た
る
営
業
所
を
別
の
国
の
領
土
に
移
転
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
国
の
法
が
移
転
の
と
き
か
ら
適
用
さ
れ
る
。

第
一
一
三
条

合
併

法
人
の
合
併
は
、
各
法
人
に
つ
き
、
合
併
前
に
属
し
て
い
た
国
の
法
に
よ
る
。

第
一
一
四
条

公
開
の
発
行
に
基
づ
く
請
求

公
開
発
行
に
よ
り
生
じ
る
証
券
に
関
す
る
請
求
は
、
当
該
証
券
の
所
持
人
の
選
択
に
よ
り
、
法
人
の
準
拠
法
か
も
し
く
は
当
該
発

行
が
な
さ
れ
た
国
の
法
に
よ
る
。

第
一
一
五
条

外
国
判
決
の
効
力

法
人
の
有
効
性
、
機
能
、
解
散
お
よ
び
清
算
に
関
す
る
外
国
判
決
は
、
第
二
五
条
の
拒
絶
事
由
の
ほ
か
、
法
人
の
主
た
る
営
業
所

お
よ
び
定
款
上
の
本
拠
が
外
国
で
の
訴
訟
開
始
時
に
、
ベ
ル
ギ
ー
に
所
在
し
て
い
た
場
合
に
は
、
ベ
ル
ギ
ー
で
承
認
さ
れ
な
い
。

第
一
一
章

支
払
不
能
状
態
の
集
団
的
清
算
（R

eglem
en

t
collectif

de
l’in

solvabilité

）

第
一
一
六
条

適
用
範
囲
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本
章
は
、
破
産
手
続
き
、
強
制
和
議
手
続
き
、
お
よ
び
債
務
の
集
団
的
清
算
と
し
て
知
ら
れ
る
、
債
務
者
の
支
払
不
能
状
態
に
基

づ
く
集
団
的
手
続
に
適
用
さ
れ
る
。

第
一
一
七
条

1346
/2000

/C
E

規
則
の
適
用
範
囲
の
拡
張

本
法
の
目
的
の
た
め
、
二
〇
〇
〇
年
五
月
二
九
日1346

/2000
/C

E

規
則
の
支
払
不
能
の
手
続
き
に
関
す
る
諸
規
定
は
、
こ
の

規
則
が
適
用
さ
れ
な
い
国
に
財
産
が
所
在
し
て
い
る
場
合
に
も
以
下
の
者
に
つ
き
適
用
さ
れ
る
。
た
だ
し
一
二
一
条
の
規
定
を
害

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

��

規
則
第
一
条
第
二
項
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
企
業
。
た
だ
し
二
次
的
手
続
き
も
し
く
は
土
地
に
関
す
る
手
続
き

（procedu
re

territoriale

）
に
関
す
る
規
定
を
除
く
。

��

そ
の
主
た
る
利
益
の
中
心
が
規
則
が
適
用
さ
れ
な
い
国
の
領
土
に
所
在
し
て
い
る
債
務
者

第
一
一
八
条

支
払
不
能
状
態
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄
権

本
法
総
則
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
は
、
債
務
者
の
支
払
不
能
状
態
に
基
づ
く
集
団
的
手
続

き
に
つ
き
、
第
一
一
七
条
の
対
象
と
な
る
規
則
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
場
合
に
の
み
管
轄
権
を
有
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
一
七
条
に

よ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
反
証
が
な
け
れ
ば
、
会
社
も
し
く
は
法
人
は
、
主
た
る
利
益
の
中
心
を
そ
の
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

に
有
す
る
も
の
と
す
る
。

ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
が
支
払
不
能
の
宣
言
を
下
す
管
轄
権
を
有
し
て
い
る
場
合
に
は
、
同
時
に
そ
こ
か
ら
生
じ
る
抗
弁
に
つ
い
て
も

管
轄
権
を
有
す
る
。

債
務
者
の
支
払
不
能
状
態
に
基
づ
く
集
団
的
手
続
き
を
開
始
す
る
、
債
務
者
の
主
た
る
利
益
の
中
心
が
所
在
す
る
国
で
下
さ
れ
た

外
国
判
決
の
承
認
は
、
第
一
一
七
条
の
対
象
と
な
る
規
則
第
三
条
第
二
項
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
集
団
的
手
続
き
を
開
始
す
る
ベ
ル
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ギ
ー
裁
判
所
の
管
轄
権
を
害
す
る
も
の
で
は
な
い
。

第
一
一
九
条

支
払
不
能
状
態
の
集
団
的
清
算
の
準
拠
法

債
務
者
の
支
払
不
能
状
態
に
基
づ
く
集
団
的
手
続
き
は
、
第
一
一
七
条
の
対
象
と
な
る
規
則
に
よ
り
指
定
さ
れ
る
法
に
よ
る
。
準

拠
法
が
当
該
規
則
の
適
用
さ
れ
な
い
国
の
法
で
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。

第
一
二
〇
条

情
報
提
供
義
務
お
よ
び
協
力
義
務

破
産
の
主
た
る
手
続
き
も
し
く
は
土
地
に
関
す
る
手
続
き
の
倒
産
財
産
管
財
人
は
、
ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
の
監
督
の
下
で
、
第
一
一

七
条
の
対
象
と
な
る
規
則
が
適
用
さ
れ
な
い
国
の
そ
れ
ら
の
者
と
協
力
し
、
情
報
を
交
換
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ

の
国
の
法
が
同
様
の
方
法
で
の
協
力
も
し
く
は
情
報
交
換
に
つ
い
て
の
規
定
を
お
い
て
い
る
場
合
に
限
る
。

前
文
に
定
め
た
要
件
は
、
第
一
一
七
条
の
対
象
と
な
る
規
則
第
三
五
条
の
意
味
に
お
け
る
余
剰
資
産
の
移
転
の
場
合
に
も
、
当
該

規
則
が
適
用
さ
れ
な
い
国
に
お
い
て
指
名
さ
れ
た
主
た
る
手
続
き
の
倒
産
財
産
管
財
人
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
。

第
一
二
一
条

支
払
不
能
状
態
に
関
す
る
外
国
判
決
の
効
力

第
一
一
七
条
の
対
象
と
な
る
規
則
の
適
用
さ
れ
な
い
国
で
下
さ
れ
た
、
債
務
者
の
支
払
不
能
状
態
に
基
づ
く
集
団
的
手
続
き
を
開

始
す
る
も
し
く
は
終
了
す
る
外
国
判
決
は
、
第
二
二
条
所
定
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
に
ベ
ル
ギ
ー
で
承
認
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
第
二
五
条
の
拒
絶
事
由
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
意
味
に
お
け
る
債
務
者
の
主
た
る
利
益
の
中
心
が
、
支
払
不
能
状
態
の

自
認
時
、
も
し
く
は
訴
訟
の
開
始
時
に
ベ
ル
ギ
ー
に
所
在
し
て
い
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
一
二
章

信
託

第
一
二
二
条

信
託
の
特
徴

本
法
の
意
味
に
お
い
て
、「
信
託
」
と
は
、
設
定
者
の
行
為
も
し
く
は
判
決
に
よ
り
生
ず
る
法
律
関
係
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
、
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受
益
者
の
利
益
の
た
め
も
し
く
は
一
定
の
目
的
の
た
め
に
管
理
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
財
産
が
受
託
者
の
監
督
下
に
置
か
れ

る
も
の
を
い
う
。
こ
の
法
的
関
係
は
以
下
の
特
徴
を
呈
す
る
。

��

信
託
財
産
は
、
受
託
者
の
資
産
の
一
部
と
な
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
別
の
資
産
を
構
成
す
る
。

��

信
託
財
産
に
関
連
す
る
名
義
は
、
受
託
者
も
し
く
は
受
託
者
の
代
理
人
の
名
と
な
る
。

��

受
託
者
は
、
信
託
の
文
言
及
び
受
託
者
に
法
に
よ
り
課
せ
ら
れ
る
規
則
に
従
っ
て
財
産
の
管
理
、
運
用
、
も
し
く
は
処
分
を

す
る
権
利
を
与
え
ら
れ
、
義
務
を
課
せ
ら
れ
る
。

第
一
二
三
条

信
託
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄

�

本
法
総
則
に
別
段
の
定
め
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
は
、
以
下
の
場
合
に
、
設
定
者
、
受
託
者
も
し
く
は

受
益
者
間
の
関
係
に
関
す
る
す
べ
て
の
訴
え
に
つ
き
裁
判
管
轄
権
を
有
す
る
。

��

信
託
が
ベ
ル
ギ
ー
で
管
理
さ
れ
て
い
る
場
合

��

訴
訟
の
開
始
時
に
ベ
ル
ギ
ー
に
所
在
す
る
財
産
に
関
す
る
請
求

�

信
託
設
定
証
書
に
お
い
て
、
ベ
ル
ギ
ー
も
し
く
は
外
国
裁
判
所
の
裁
判
管
轄
が
合
意
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
第
六
条
お
よ

び
第
七
条
が
適
用
さ
れ
る
。

第
一
二
四
条

信
託
の
準
拠
法

�

信
託
は
、
設
定
者
に
よ
り
選
択
さ
れ
た
法
に
よ
る
。
選
択
は
明
示
に
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
、
あ
る
い
は
、
信
託
設
定
証

書
も
し
く
は
そ
れ
を
証
明
す
る
文
書
に
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
選
択
に
よ
り
設
定
者
は
信
託
の
全
部
も
し

く
は
一
部
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
選
択
に
よ
り
、
第
七
八
条
に
よ
り
適
用
さ
れ

る
べ
き
法
の
保
証
す
る
権
利
を
相
続
人
か
ら
奪
う
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
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信
託
の
す
べ
て
の
重
要
な
要
素
が
信
託
制
度
を
知
ら
な
い
法
制
度
の
国
に
集
中
し
て
い
る
場
合
、
こ
の
選
択
は
効
力
を
有
し
な

い
。

�

信
託
の
準
拠
法
が
第
一
項
に
従
っ
て
選
択
さ
れ
て
お
ら
ず
、
も
し
く
は
、
選
択
さ
れ
た
準
拠
法
が
信
託
を
有
効
な
も
の
と
認

め
な
い
場
合
に
は
、
信
託
は
、
受
託
者
が
設
定
当
時
常
居
所
を
有
す
る
国
の
法
に
よ
る
。

第
一
二
五
条

信
託
の
準
拠
法
の
適
用
範
囲

�

信
託
の
準
拠
法
は
特
に
以
下
の
事
項
に
つ
き
定
め
る
。

��

信
託
の
設
定
お
よ
び
そ
の
方
式

��

信
託
の
解
釈

��

信
託
の
管
理
な
ら
び
に
そ
こ
か
ら
生
じ
る
権
利
義
務

��

信
託
の
効
果

��

信
託
の
終
了

�

こ
の
法
は
、
信
託
財
産
の
所
有
権
の
移
転
行
為
の
有
効
性
、
信
託
財
産
の
所
有
権
の
移
転
、
も
し
く
は
信
託
財
産
の
第
三
取

得
者
の
保
護
に
つ
い
て
は
適
用
さ
れ
な
い
。
信
託
財
産
の
第
三
所
持
者
の
権
利
義
務
は
第
八
章
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
に

よ
る
。

第
一
三
章

最
終
条
項

第
一
款

経
過
規
定

第
一
二
六
条

国
際
裁
判
管
轄
な
ら
び
に
外
国
判
決
お
よ
び
外
国
公
正
証
書
の
有
効
性

�

裁
判
所
の
国
際
裁
判
管
轄
権
に
関
す
る
各
条
は
、
本
法
の
施
行
後
に
提
起
さ
れ
る
訴
え
に
つ
き
適
用
さ
れ
る
。
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官
憲
の
国
際
裁
判
管
轄
権
に
関
す
る
各
条
は
、
本
法
の
施
行
後
に
生
じ
る
行
為
に
つ
き
適
用
さ
れ
る
。

�

外
国
判
決
お
よ
び
外
国
公
正
証
書
の
有
効
性
に
関
す
る
各
条
は
、
本
法
の
施
行
後
に
下
さ
れ
た
判
決
お
よ
び
生
じ
る
行
為
に

つ
き
適
用
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
本
法
施
行
前
に
下
さ
れ
た
判
決
も
し
く
は
な
さ
れ
た
行
為
で
あ
っ
て
も
、
本
法
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
ベ
ル

ギ
ー
で
本
法
の
認
め
る
と
同
じ
効
力
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
二
七
条

法
の
抵
触

�

本
法
は
、
そ
の
施
行
後
に
生
じ
た
行
為
お
よ
び
事
実
に
つ
き
適
用
さ
れ
る
法
を
決
定
す
る
。

本
法
は
、
そ
の
施
行
前
に
生
じ
た
行
為
も
し
く
は
事
実
に
つ
い
て
、
施
行
後
に
発
生
し
た
そ
の
効
果
に
つ
き
適
用
さ
れ
る
法
を

決
定
す
る
。
た
だ
し
、
第
九
八
条
、
九
九
条
、
一
〇
四
条
お
よ
び
第
一
〇
五
条
の
対
象
と
な
る
行
為
も
し
く
は
事
実
を
の
ぞ
く
。

�

本
法
施
行
前
に
当
事
者
に
よ
り
な
さ
れ
た
準
拠
法
の
選
択
は
、
そ
れ
が
本
法
の
定
め
る
要
件
を
満
た
す
限
り
有
効
で
あ
る
。

�

第
五
五
条
お
よ
び
五
六
条
は
、
本
法
施
行
後
に
提
起
さ
れ
る
訴
え
に
つ
き
適
用
さ
れ
る
。

�

第
六
二
条
乃
至
第
六
四
条
は
、
本
法
施
行
後
に
提
起
さ
れ
る
訴
え
に
つ
き
適
用
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
施
行
前
に
有
効
に
成
立
し
た
親
子
関
係
を
害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

�

第
六
七
条
乃
至
六
九
条
は
本
法
施
行
後
に
成
立
し
た
行
為
に
つ
き
適
用
さ
れ
る
。

�

第
一
二
四
条
お
よ
び
一
二
五
条
は
、
本
法
施
行
前
に
成
立
し
た
行
為
に
つ
き
適
用
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
本
法
施
行
前
に
有
効
に
成
立
し
た
行
為
を
害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
二
款

変
更
規
定

第
一
二
八
条

ベ
ル
ギ
ー
人
に
関
す
る
外
国
身
分
証
書
の
登
記

ベルギー国際私法立法案の紹介（二・完）
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一
九
四
八
年
一
二
月
一
五
日
法
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
民
法
第
四
八
条
は
、
以
下
の
規
定
と
し
て
復
原
さ
れ
る
。

《
第
四
八
条

�

す
べ
て
の
ベ
ル
ギ
ー
人
、
も
し
く
は
そ
の
法
定
代
理
人
は
、
そ
の
者
に
関
す
る
身
分
証
書
お
よ
び
外
国
で
の
事
実
が
、
そ
の

住
所
地
市
町
村
も
し
く
は
王
国
領
土
へ
の
帰
国
後
最
初
の
本
拠
地
市
町
村
の
身
分
登
録
簿
に
登
記
さ
れ
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
。
欄
外
付
記
は
通
常
の
登
録
簿
の
欄
外
に
、
証
書
の
関
連
す
る
事
実
の
行
わ
れ
た
日
付
を
も
っ
て
記
載
さ
れ
る
。

ベ
ル
ギ
ー
に
住
所
も
し
く
は
常
居
所
を
有
し
な
い
場
合
に
は
、
前
文
に
定
め
る
証
書
の
登
記
は
、
当
事
者
も
し
く
は
直
系
尊
属

の
う
ち
の
一
人
の
ベ
ル
ギ
ー
に
お
け
る
最
後
の
住
所
地
市
町
村
、
あ
る
い
は
、
そ
の
出
生
地
市
町
村
の
身
分
登
録
簿
に
な
さ
れ

う
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
も
な
い
場
合
に
は
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
の
身
分
登
録
簿
に
記
載
さ
れ
う
る
。

�

国
王
代
訴
人
（
検
察
官
）（le
procu

reu
r

du
R

oi

）
は
、
外
国
で
作
成
さ
れ
た
ベ
ル
ギ
ー
国
民
に
関
す
る
身
分
証
書
が
、

第
一
項
に
従
い
身
分
登
録
簿
に
登
記
さ
れ
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。》

第
一
二
九
条

夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
の
選
択
の
欄
外
付
記

一
九
七
六
年
七
月
一
四
日
法
、
一
九
八
七
年
三
月
三
一
日
法
、
一
九
九
〇
年
一
月
一
九
日
法
お
よ
び
一
九
九
九
年
五
月
四
日
法
に

よ
り
改
正
さ
れ
た
民
法
第
七
六
条
は
、
第
一
〇
項
を
、「
夫
婦
財
産
制
」
と
い
う
語
の
後
に
以
下
の
通
り
補
足
す
る
。

《
お
よ
び
、
国
際
的
な
状
況
に
お
い
て
は
、
両
配
偶
者
に
よ
り
な
さ
れ
う
る
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
の
選
択
》

第
一
三
〇
条

一
方
配
偶
者
が
ベ
ル
ギ
ー
人
で
あ
る
場
合
の
夫
婦
財
産
制
の
選
択

一
九
七
六
年
七
月
一
四
日
法
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
民
法
第
一
三
八
九
条
に
お
け
る
「
あ
る
い
は
、
配
偶
者
の
一
方
が
ベ
ル
ギ
ー
人

で
あ
る
場
合
に
は
、
外
国
法
制
に
つ
き
」
と
の
文
言
は
、
削
除
す
る
。

第
一
三
一
条

外
国
で
行
わ
れ
た
夫
婦
財
産
制
の
変
更
（M

u
tation

）

資 料
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一
九
七
六
年
七
月
一
四
日
法
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
民
法
第
一
三
九
五
条
に
は
、
以
下
の
規
定
を
補
足
す
る
。

《
�

夫
婦
財
産
制
の
変
更
を
も
た
ら
す
外
国
で
の
行
為
は
、
ベ
ル
ギ
ー
で
の
そ
の
承
認
に
つ
い
て
必
要
な
要
件
を
満
た
し
て
い

る
場
合
に
は
、
ベ
ル
ギ
ー
公
証
人
に
よ
り
作
成
さ
れ
る
証
書
の
欄
外
に
付
記
す
る
こ
と
、
お
よ
び
当
該
証
書
に
付
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
方
式
は
、
変
更
の
公
示
と
し
て
（pu

blicité
de

la
m

u
tation

）
な
さ
れ
、
第
三
者
を
害
す
る
こ
と
は
な
い
。》

第
一
三
二
条

第
一
審
裁
判
所
の
裁
判
管
轄
権

民
事
訴
訟
法
第
五
七
〇
条
は
以
下
の
規
定
に
改
正
さ
れ
る
。

《
第
五
七
〇
条

第
一
審
裁
判
所
は
、
国
際
私
法
典
を
対
象
と
す
る
…
法
の
第
二
三
条
第
一
項
お
よ
び
第
二
七
条
第
二
項
の
対
象

と
さ
れ
て
い
る
訴
え
に
つ
き
訴
額
（valeu

r
du

litige

）
が
い
く
ら
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
。》

第
一
三
三
条

破
産
お
よ
び
強
制
和
議
に
関
す
る
土
地
管
轄
権

�

民
事
訴
訟
法
第
六
三
一
条
第
一
項
第
一
号
は
以
下
の
通
り
改
正
さ
れ
る
。

��

第
一
文
に
お
い
て
「
商
人
が
そ
の
主
た
る
営
業
所
、
も
し
く
は
、
法
人
に
関
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
本
拠
を
、
破
産
の
自

認
（l’aveu

de
la

faillite

）
時
も
し
く
は
、
司
法
手
続
き
の
開
始
時
に
有
し
て
い
る
」
と
い
う
文
言
は
、
以
下
の
よ
う
に

改
正
さ
れ
る
。

「
自
然
人
で
あ
る
と
法
人
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
商
人
の
主
た
る
営
業
所
が
破
産
の
自
認
（l’aveu

de
la

faillite

）
時
も

し
く
は
司
法
手
続
き
の
開
始
時
に
所
在
し
て
い
る
」

��

第
二
文
は
以
下
の
通
り
改
正
さ
れ
る
。

「
自
然
人
で
あ
る
と
法
人
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
破
産
の
申
立
て
以
前
に
商
人
の
主
た
る
営
業
所
が
変
更
さ
れ
る
場
合
に
は
、

破
産
は
同
じ
く
そ
の
時
点
に
商
人
が
主
た
る
営
業
所
を
有
し
て
い
た
管
轄
区
の
裁
判
所
に
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。」

ベルギー国際私法立法案の紹介（二・完）
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��

第
三
文
は
以
下
の
通
り
改
正
さ
れ
る
。

「
こ
の
期
間
は
商
業
登
記
簿
に
主
た
る
営
業
所
の
変
更
の
記
載
が
な
さ
れ
た
時
点
か
ら
徒
過
す
る
。」

�

民
事
訴
訟
法
第
六
三
一
条
第
一
項
第
二
号
の
第
一
文
は
以
下
の
通
り
改
正
さ
れ
る
。

「
二
〇
〇
〇
年
五
月
二
九
日1346

/2000
/C

E

規
則
第
三
条
第
二
項
適
用
の
結
果
、
域
内
破
産
も
し
く
は
二
次
的
な
破
産
に

つ
い
て
管
轄
権
を
有
す
る
商
事
裁
判
所
は
、
債
務
者
が
対
象
と
な
る
施
設
を
有
し
て
い
る
管
轄
区
の
裁
判
所
で
あ
る
。」

�

民
事
訴
訟
法
第
六
三
一
条
二
項
第
一
号
は
、
以
下
の
通
り
改
正
さ
れ
る
。

「
強
制
和
議
の
合
意
に
つ
い
て
管
轄
を
有
す
る
商
事
裁
判
所
は
、
債
務
者
が
、
自
然
人
で
あ
る
と
法
人
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、

手
続
き
の
開
始
時
に
主
た
る
営
業
所
を
有
す
る
管
轄
区
の
裁
判
所
で
あ
る
。」

第
一
三
四
条

債
務
の
集
団
的
清
算
に
関
す
る
土
地
管
轄
権

民
事
訴
訟
法
第1675

/2

条
第
一
号
の
「
ベ
ル
ギ
ー
に
住
所
を
有
す
る
」
と
の
文
言
は
削
除
す
る
。

第
三
款

廃
止
規
定

第
一
三
五
条

廃
止
規
定

以
下
の
規
定
は
廃
止
さ
れ
る
。

��

一
九
四
九
年
一
二
月
一
五
日
法
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
民
法
第
三
条
、
一
五
条
お
よ
び
四
七
条

��

一
九
三
一
年
七
月
一
二
日
法
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
民
法
第
一
七
〇
条
、
一
七
〇ter

条
お
よ
び
一
七
一
条

��

一
九
八
七
年
四
月
二
七
日
法
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
民
法
第
三
四
四
条
乃
至
三
四
四qu

ater

条

��

一
九
八
〇
年
一
二
月
一
五
日
法
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
民
法
第
九
一
二
条

��

一
九
四
九
年
一
二
月
一
五
日
法
お
よ
び
一
九
七
一
年
七
月
二
九
日
法
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
民
法
第
九
九
九
条

資 料
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��

民
事
訴
訟
法
第
五
八
六
条
二
号
お
よ
び
三
号
、
六
三
五
条
、
六
三
六
条
並
び
に
六
三
八
条

��

少
な
く
と
も
配
偶
者
の
一
方
が
外
国
人
で
あ
る
場
合
の
離
婚
の
許
容
性
に
関
す
る
一
九
六
〇
年
七
月
二
七
日
法

��

破
産
に
関
す
る
一
九
九
七
年
八
月
八
日
法
第
三
条

��

会
社
法
を
含
む
一
九
九
九
年
五
月
七
日
法
第
五
六
条

第
四
款

施
行

第
一
三
六
条

施
行

王
は
本
法
の
施
行
さ
れ
る
期
日
を
指
定
す
る
。

本
翻
訳
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
（
Ｂ
）（
１
））「
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
に
お
け
る
新
し
い
国
際
商
法
ル
ー
ル
の
立
法
化
に
向
け
て
」

お
よ
び
同
（
基
盤
研
究
（
Ａ
）（
１
））「
科
学
技
術
の
発
展
と
渉
外
法
モ
デ
ル
の
開
発
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

本
翻
訳
に
あ
た
っ
て
は
仁
木
恒
夫
助
教
授
か
ら
貴
重
な
助
言
を
頂
い
た
。
紙
面
を
借
り
て
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。
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